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オランダにおける環境税制度改革の検討

山 本 香

Ⅰ は じめ に

北欧諸国では,環境税導入と環境税制改革へ

の動きが一つの潮流を形成している1)｡

現在実施中の環境税には課税根拠や配分基準

を基礎とした租税論的意義に相違があり,どの

ようなタイプの環境税を導入するかは環境政策

とその対象領域に起因する｡ 伝統的には,個別

環境問題に対 して汚染者負担の原則 (Polluter

PaysPrinciple,以下,PPP)に基づ き課税を

行い,環境政策に対するインセンティブ効果を

重視する個別 ･選別的な環境税がある2)｡実施

例としては,スウェーデンの窒素酸化物排出課

徴金やオランダ, ドイツの排水課徴金が挙げら

れる3)｡一方,近年では,環境税が一般財源化

され,税体系の一部に組み入れられたり,環境

税導入と既存税の減税が税制改革の一環として

同時に実施される場合がある4)｡このような環

1) 本稿では,環境に直接 ･間接に悪影響を与える製品等

の生産 ･消費や環境汚染物質の排出等の行為を削減 ･抑

制することを目的とした税 ･課徴金を総称して環境税と

定義する｡

2) このような環境税は,理論的にはピグー的課税あるい

はボーモル=オーツ税の一形態として位置づけられ,特

別課徴金としての性質を持つ場合もある｡オランダの環

境税は,既存の直接規制を補完あるいは代替するために

実施されてきた｡

3) スウェーデンの窒素酸化物排出課徴金については山本

(1996)を,オランダの排水課徴金については Bressers

(1988),Andersen(1994)を, ドイツの排水課徴金制度

については,岡 (1997),諸富 (1997)を参照されたい｡

4) 例えば,スウェーデンの1991年の税制改革に見るよう

に,税制改革の一環として,環境税導入が所得税や法人

税減税の代替財源としての役割を付加される場合がある

(山本 (1995))｡経済成長や財政収入への貢献を重視す

る ｢二重の配当 (doubledividend)論｣や ｢税収 リサ

イクル (taxrecycllng)｣の議論もここから生じている｡

境税制改革は,｢環境｣を考慮 した税制の再構

築を意図している｡ 具体的には,エネルギー税

制の改組や課税標準を従来の資本 ･所得中心型

からエネルギー ･資源消費型-シフトすること

を指向して税制改革が実施されている｡ 実施国

としては,オランダ,スウェーデンが挙げられ

る｡

公共政策が環境重視型-と転換することが所

与である場合,環境税は個別 ･選別的環境税か

ら全般的環境税制改革へと展開する可能性があ

る｡ なぜならば,これに応 じて費用負担のあり

方が変化する結果,環境税は従来の対症療法的

な一過性の課税問題にとどまらず,税収の使途

を含め,｢環境｣が税体系全体の中に不可欠の

要素として普遍的に組み込まれることが予想さ

れるからである｡

こうした個別 ･選別的環境税から全般的環境

税制への展開は,オランダの環境税導入から環

境税制改革へいたる段階的な制度改革とその変

遷過程の中に見ることができる｡ オランダは環

境政策における経済的手段の利用に対 して先駆

的に取 り組んでおり,このようなオランダの取

り組みと環境税の展開過程は,日本の環境自書

においても,経済的手法の活用事例として取 り

上げられている5)｡

本稿の目的は,環境税制改革のあり方を論じ

ることにある｡ そのため,①環境税制度の展開

をオランダを典型事例として検証し,(む各実施

段階ごとの環境税の特徴や制度改革にいたる論

争点を明示した上で租税論的評価を行い,③環

境税の制度設計と環境税制改革の課題について

5) 環境庁 (1996),pp.310-314｡
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第 1図 オランダの環境 税と国家環境政策 計画
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検討する｡

ⅠⅠ環境税論議の展開

オランダは,自然地理的条件や経済活動に起

因した環境問題について,環境政策を先駆的か

つ積極的に実施してきた｡環境政策の歴史を振

り返ると,それは時代の要請に応じた変遷を遂

げている｡1970年代は,大気,水,廃棄物など

の個別環境対策に応 じて,行政的手段である直

接規制が利用されていた｡続く1980年代は,汚

染源の特定による制度の統合,環境政策を担当

する政府レベルや分野間の調整,経済的要因を

考慮した目標設定,環境管理によって特徴づけ

られる｡ 1990年に入ってか らは,社会的活

動6)や国際的協調を考慮した広範な環境政策が

実施されている｡近年のオランダの環境政策は,

6) 社会的方法 (socialinstruments)は,環境NGOや環

境教育,環境情報,環境にかかわる相談業務などに対す

る財政支援に代表される｡これは社会的規制 (societal

regulatlOn)と呼ばれ,環境に対する個人責任や行動面

での自発的変化を促進することにより,環境政策に寄与

すると考えられる｡

対象範囲の拡大と政策強化の方向に進んでおり,

国家環境政策計画による総合的実施と環境税 ･

課徴金導入といった経済的手段の積極的利用に

特徴がある｡またそれは,既存の直接規制の継

続的実施と経済的手段の実験的導入の組み合わ

せとしても位置づけられる｡

オランダの環境税は国家環境政策計画と密接

な関係を持つ (第 1図)｡国家環境政策計画は,

1989年の国家環境政策計画,1990年の新国家環

境政策計画,1993年の第二次国家環境政策計画

と発展してきた｡オランダにおける環境税は,

一連の国家環境政策計画の策定をめぐる議論,

これを背景とした緑の党の環境税提案や1992年

環境予算,ウルフソン委員会報告に基づく新税

の提案が相互に絡み合いながら環境税論議を進

展する中で,具体的に制度を展開してきた｡

1.国家環境政策計画 (NationalEnvironmental

PolicyPlan,以下,NEPP)

NEPPの青写真は,1987年のブルントラン

ト委員会報告7)を契機として,1988年に国立公
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衆衛生 ･環境保護研究所により報告された ｢将

来への懸念｣ (̀ZorgenvoorMorgen')にある｡

この報告書は,1985-2010年の環境 と環境問題

についての詳細な分析 とその解決方法を示して

いる｡ 同報告書は,｢環境｣を全ての物質の蓄

積と循環のシステムとして位置づけ,そのシス

テムと社会活動による影響について,局所的,

地域的,沖積層 (河川 ･地理的),大陸規模,

地球規模といった 5つの分類ごとに指摘 してい

る｡ さらにここでは,オランダの環境が深刻で

あることを示すとともに,①汚染排出量の大幅

削減の必要性,②排出削減目標値は,最新技術

を用いた場合でさえ,達成が困難であること,

(参現在の汚染対策技術は,ほとんどが汚染発生

に対する終末処理 (end-of-pipe)であるため,

汚染発生の根本的解決のためには生産 ･消費パ

ターンを変える必要があることを明示 してい

る8)｡

NEPPはこの報告書を基礎 として1989年に

策 定 さ れ た｡ こ れ は 持 続 可 能 な 発 展

(sustainabledevelopment)9)を達成するために,

(∋物質循環,(参エネルギー節約,③質の改善に

重点をおく環境政策目標を設定し,2010年に向

けた環境管理を示した初の長期政策計画である｡

同時に,環境政策の強化と拡大および問題の早

期解決を意図していた｡ここでは,環境の管理,

権利および責任について明言し,環境政策の緊

急性を配慮 した長期的視野に立つ計画を提示し

ている｡ その主目的は,環境問題を現世代内で

解決することであり,持続可能な発展を目標と

している｡

7) ブルントラント委員会報告の詳細については,World

CommissiononEnvironmentandDevelopment(1987)

を参照｡

8) 同時に,(∋酸性雨被害は1980年から20%削減されてい

るが,依然として高レベルであり,現在でも約50%の森

林が被害を受けていることや,②産業や公共部門による

SO 2排出量は1980年から約40%削減されきたが,NOx

排出量はほとんど削減されていないといったオランダの

環境の現状も指摘 している｡

9) ブル ン トラン ト委員会報告は,持続可能な発展

(sustainabledevelopment)を ｢将来世代が自らの欲求

を充足する能力を損なうことなく,今日の世代の欲求を

満たすこと｣と定義している｡
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NEPPの特徴は,環境問題の原因とメカニ

ズムを明示した上で,①環境問題のテーマ別分

類,②環境対策を行う行動主体の部門の明確化,

③環境政策を行うべき政府の主体とその責任を

提示し,環境管理システムを具体化 している点

である｡ こうして同計画では,環境行動目標を

達成するために,環境問題の8つのテーマ別分

類- 気候変動 (オゾン層破壊),酸性化,富

栄養化,大気汚染 (化学物質などの拡散防止),

廃棄物処理,生活環境 (騒音 ･臭気等),土壌

の乾燥化,環境の浪費 (エネルギー利用)-

を基礎として環境政策を統合し,テーマ別の環

境政策 を実施す る行政 レベル- 中央政府

(国),地方政府 (県 ･市町村),その他 (水管

理組合)- と行動主体となる対象部門- 農

莱,運輸業 (交通 ･運輸),工業 (精錬),電

気 ･ガス,建築業,消費者- を規定するとと

もに,経済的手段の利用を積極的に支持してい

る｡ 特に経済的手段の積極的利用を明言してい

ることは画期的である｡これ以降,オランダの

環境政策は,このようなテーマ別アプローチを

基底として実施されることとなった10)｡

こうした論議を背景として,オランダにおけ

る環境 税 導 入 の議論 は, 1989年,緑 の党

(GroenLinks)率いる環境左派が示 した環境

税案により始まった11)｡

2.新国家環境政策計画 (NationalEnvironmental

PoHcyPlanPlus,以下,NEPP-Plus)

翌1990年,NEPP-Plusは,NEPPを補足す

る形で,1990-94年期の環境行動計画を発表 し

た｡これは,環境政策の早期目標達成のために,

①気候変動 ･温暖化を考慮した二酸化炭素排出

量の削減,②酸性雨,③廃棄物の管理とリサイ

クル,④地下水層を含む土壌の浄化,⑤省エネ

10) オランダでは,環境政策手段として,法的規制,自発

的協定 (voluntaryagreement),財政措置,制裁措置,

情報サービスの提供,教育等の方法を取 り入れている｡

ll) 環境税は,1980年代初頭,すでに ドイツの緑の党に

よって提案されている｡1989年の総選挙後,緑の党は連

合政権に入らなかったが,彼 らの環境税提案は政府に

よって引き継がれた｡
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ルギー,⑥環境政策の整備について,追加的行

動をとる必要があることを指摘 している｡ その

ため,環境保護法の拡張,財政上のインセン

ティブから経済的手段の発展,経済的インセン

ティブを配慮 した助成措置を提案している｡ 具

体的には,① NEPPの目標を前倒 し12),短期

的には1994年に向けての経済的手段を積極的に

実施すること,長期的には森林増加計画の追加

とこの費用の一部 (1994年度で 1億5,000万ギ

ルダー, 1ギルダー-約55円)を炭素税から財

源調達することを提案している｡ また,(参排出

削減目標の再設定13),③廃棄物量の問題に限定

せず,総合的施策を講じる必要性についても指

摘 している｡ (参については,(a)製品の前段階で

の廃棄物発生抑制とリサイクルの可能性,(b)製

品政策,(C)二次原料の品質管理と原料政策によ

るリサイクル促進,(d)デポジット制度,税の導

入の検討が示されている｡ ④,⑤,⑥について

ち,それぞれ環境目標の前倒 しや対策財源の拡

充,環境計画の強化により,早期解決を目指 し

ている14)｡同時に,政府は環境政策の追加財源

として1994年に総額 4億5,000万ギルダーを予

定した｡

12) NEPPの二酸化炭素排出量を2000年までに1989/1990

年 レベルに安定 させ るといった 目標 を前倒 しし,

1994-1995年までに1989/1990レベルに安定させ,2000年

には17億300万 トンから17億700万 トンのレベルまでに削

減する計画目標を立てた｡

13) NEPp-plusの排出量削減目標 (kt/午)

1985 NEPP目標/2000 NEPp-plus目標/20

00SO 2 276 105

75-90NO 2 544 26

8 238-243N

H3 253 82 8214) ④では,製品政策

が廃棄物減少だけでなく,汚染物質排出量やエネルギー

節約の効果が予想されることから村策が講じられ,合わ

せて環境ラベリング制度の導入や消費者に対する情報伝

達制度も検討 している｡⑤では,1991-1994年の対策費と

して3億5000万ギルダーが追加計上され,同期間内に総額

20億3990万ギルダーが対策にあてられることになっ

た｡⑥では,エネルギー政策の資金計画として,既存計画で 2

億9800万ギルダー,NEPPで 2億5300万ギルダー,N

EPp-plusで 1億ギルダーの合計 6億5100万ギルダーが計画されている｡ 第13号 (1997.4)

3.1992年環境予算このような経緯

を経て,環境税は, 1992年度予算審議の政府案

により具体化する｡ 1992年環境予算は ｢

環境｣を包括的に予算審議に取 り込んだ提案であっ

た｡加えてこれは,(∋新 しい環境税の導入案

,②既存の環境税の変更と税収の一般財源化,

③環境税収の拡大計画と環境省の予算規模拡大

,④環境政策における財政的手段の制度的枠組

み,⑤既存の環境税の強化を盛 り込んでいた｡

具体的に,①では,新 しい環境税の課税客体

として地下水,家庭廃棄物,農薬,富栄養化が

提案され,それらの税収の一般財源化も指摘され

た｡②では,使途特定化された一般燃料課徴

金に代わり燃料環境税を導入し,税収を一般財源化

することが提案された｡③では,1991年度に

9億ギルダーであった一般燃料課徴金収入を, 19

92年度には他の環境税収入も加えて15億ギルダーに,

1993年度には22億ギルダーに拡大する

ことと,これにともない環境省の予算規模を6

億ギルダーに拡大することが提案された｡④で

は,環境政策に対する財政的手段の実施の第

一条件 として,環境改善のインセンティブ効果

と実効可能性を持つこと,第二条件として,競

争力や雇用問題といった経済状況への影響を考

慮した上で,一般予算制度の枠組みの中で実施さ

れるべきであることを示している｡⑤では,ガソリン税と自動車税の税率の引き上

げと税収の一般財源化が示された｡1992年環

境予算案は,税制全体の枠組みの中に環境税を

位置づけたことから,環境税が従来の個別 ･選

別的環境税から全般的環境税制改革へ移行する転換期を告げるものであった｡

4.ウルフソン委員会報告その一方

で,同年,環境税に関わる二つの報告書が発

表された｡第一は,社会経済審議会(以下,SE

R)による環境と経済に関する報告書である｡

ここでは,環境税が労働コストの削減と組み合

わせて実施される場合,環境の消費を減らし,

雇用を拡大する可能性があることを指摘 してい
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第 1表 ウルフソン委員会による環境税提案

A案 (VariantA) B案 (VariantB) C案 (Variant

C)課 税 主

体 国課 税 範 囲 OECD加盟国 オランダ国内

課 税 対 象 燃料納 税 義 務 者 全てのエネルギー消費部門

小規模エネルギー利用課 税 標 準 エネルギー含有量 (5

0%)と炭素含有量 (50%)税 率 エネ

ルギー法案の50%と100%税率非 課 税 (1) 精製の為のエネル

ギー消費 自動車燃料(2)発電所(出所) VROM(1992a),pp 31-34,VROM (1992b),piより作成｡

よる税収は納税者に返されるべきであり,環境

税が競争力に影響を及ぼす場合には,一時

的な補償措置 も考え られ ることを示 している｡

SERは,持続的な経済成長の必要性と環境政

策における財政措置の適応について論じている｡

第二は,政府諮問委員会であるウルフソン委員会による報告である (VROM(1992a,1992b))｡

ここでは,エネルギー規制税といった形式で導

入される環境税がエネルギー節約に寄与する範

囲と経済的影響の検証を目的としている｡ とり

わけ,競争力-の影響,経済活動,雇用,所得

分配,購買力 (物価指数)-の関連に注意が払

われている｡ さらに同報告書では,環境税が

EU内での経済の前提条件や法制度と同様に,NEPP-Plusで指摘され る環境税導入による効

莱,その効率基準や制度の妥当性が満

たされる範囲についても検討している15)｡

1992年 2月に発表された最終報告では,税収

中立性を前提として,第 1表に示す三つのエネ

ルギー課税を提案 し,それぞれの提案の是非に

ついて議論している｡ A案はOECD加盟国内

の共通課税案である｡ これは全ての化石燃料,

エネルギー消費に対 し,課税村象の規模を間わ15) 報告書では

,①三つの環境税提案,②EU内での協調,③小規模

エネルギー消費者に対する実行可能性,④エネルギー価格

,所得弾力性との関係,(9税収リサイクリングの実行可

能性,⑥ェネルギー節約に対する効果,⑦経済的影響,

⑧所得階層とエネルギー消費の関係,⑨対外のエネ

ルギー市場におけるエネルギー規制税の影響についてそれぞれ検討している (VR()M(1992a,1992b))0 57

ず課税する提案である｡B案は,オランダ一国

の全てのエネルギー消費に対する課税案である｡

C案は,オランダ一国の家計部門や中小企業と

いったエネルギーの小規模消費に対して,特定

燃料を課税対象とした課税案である｡ 同報告書は,これらの提案について,100

%課税と50%課税に区別して検討している｡

その結果,A案について,①C案以上のエネ

ルギー節約と二酸化炭素排出量削減が期待できることと (CPB(1992)),(診国際貿易等で調整

を行う場合には,経済的損失なしにエネルギー

消費が削減できることを結論づけている｡ また

C案による導入は,経済活動に影響を与えるこ

となく二酸化炭素排出量

の削減が実現可能であることを指摘 している｡

ウルフソン報告によるエネルギー利用に対す

る環境税案の提示は,同部門の環境税導入の実

行可能性を高めただけでなく,同部門の環境税

実施のフレームワークを示したことから,環境

税導入の意思決定に重要な役割を果たした｡この報告を受けて,1993年には,C案の小規模エ

ネルギー消費に対する規制税の導入が提案され

た｡結果として,小規模エネルギー消費

税は,1996年度から実施されている｡5.第二次 国家環境

政策計画 (NationalEnviron-mentaJP

olicyPJan2,以下,NEPP2)その後,1993年にNEPP2が策定された｡こ
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号

(1997.4)第 2図 環境政策に関する財源調達手段の展開

1988-

1992 1992-O ｢環境｣を課税ベースと

した異なる環境税(A､B､C､D)ごとの個別環境課徴金(出所) VROM(1996),TareswithanEnvironmentalBaseintheNetherlands,p.13より加筆修

正｡的手段の導入への布石とそれによる環境の変化につい

て記されている｡ NEPP2の特徴は,前段階までの NE

PPおよびNEPP-Plusを継承する形式

で,環境政策をより具体化し,実行可能性を高めた点である16)｡具体的に,1994

-98年期の中期的環境行動計画 (̀Milieupr

ogramma1994-1998')の中で

,環境税は1989/90年 レベルの3-5

%の二酸化炭素排出量削減を2000年までに

達成するとした国家目標のために必要であるこ

と,特に地球温暖化対策の一環としてエネルギ

ー関連税制の強化の必要性を提案している｡と

りわけ,気候変動と酸性化に対する付加的な政

策の必要性を強調している｡ これらの提案は,

後述の小規模エネルギー消費に対する規制税導

入の議論に進展した｡NEPP2は,環境政

策と経済的手段の組み合わせについて,環境税の必要性を示唆し,その

有効性を明確にした点で,環境

税制改革への方向性を裏付けるものである｡以上

に示すように,オランダでは,国家環境政策計

画の中で,新制度実行の合理的基準と環境政策

の基軸概念が明示され,予算制度,諮問16)NEPP2

は,環境対策を行うべき行動主体を拡大し,農業,運輸

業,産業 (工業),エネルギー産業,精製業,建設業,小売業,消費者,廃棄物処理業,飲料水
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ない,制度的に15の環境課徴金制度が実施可能

となった｡ このうち7つの環境課徴金が個別の

環境課徴金として実施された｡この結果,環境

プログラムごとの個別環境課徴金は1988年まで

実施されていた｡実際には, 7つの部門別環境

課徴金が 5つに減じられるといった変遷を経て

いるが,燃料を課税対象とした課徴金として自

動車大気汚染に対する課徴金,交通騒音に対す

る課徴金,騒音レベルに応 じて産業騒音に対す

る課徴金,さらに化学廃棄物,潤滑油に対する

課徴金がそれぞれ実施されていた｡これらは個

別の環境対策費の一部を財源調達するために使

途特定化され,徴収されていた18)｡

個別環境課徴金は,既存の直接規制を補完す

る役割を持つとともに,①従来の直接規制と比

較して費用効果的に環境改善のインセンティブ

が与えられ,柔軟な対応が可能であることと,

② PPPに応じた課徴金制度であるために,環

境問題と課税対象者との関連が明確であること

から,課徴金制度の受容性が高まったと考えら

れる｡同時に,これは費用負担と受益との関係

が明確であり,環境対策費の一部を賄う行政収

入 として徴収されることか ら,特別課徴金

(specialassessment) としての性格を持つもの

であった｡

しかしながら,個別環境課徴金は,以下のよ

うに批判された｡まず第一に,個別環境課徴金

は同じ燃料を課税対象とする場合,燃料消費が

各環境問題に対 してどの程度環境負荷を与えて

いるのか,環境汚染寄与度と環境対策費負担の

関係が不明瞭であるとの批判である｡ 第二に,

個別環境対策ごとの課徴金実施は,断片的な政

策となるため,環境政策と課徴金制度の統合が

要求された｡第三に,個別環境プログラムに応

じた個別の環境課徴金の実施は,税収が少額で

18) 課税対象燃料は鉱物油,その製品,天然ガス,石炭,

石炭製品などである｡燃料利用が課税対象となったこと

は,大気汚染や輸送部門による交通騒音などの汚染が燃

料利用に直接起因していると同時に,間接的関係も指摘

されたためである｡結果として,燃料利用が環境汚染の

指標として捉えられた｡
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ある場合,税収と比較して行政費用がかかるこ

とが,税務執行上の観点から懸念された｡特に

財政政策面からは,税収の使途を特定化するこ

とから生じる財政の硬直化問題と税務行政費用

(徴税費 ･納税コス ト)の最小化要求といった

行政効率の側面から批判された｡これに加えて,

環境支出の増大にともなう税収規模の拡大に応

じた総合的な制度の必要性から,新たな課徴金

制度が提案された｡その結果,1988年に個別の

環境課徴金は統合され,一般燃料課徴金が実施

されるにいたったのである｡

これは環境対策の恒常化が進展する中で,環

境政策とその財源調達方法を整理,統合して制

度を総合化する改革であった｡

2.一般燃料課徴金

1988年から一般燃料課徴金は実施された｡ま

た1990年には,炭素税が一般燃料課徴金に追加

された19)｡一般燃料課徴金は,規制手段ではな

く財源調達手段である｡ この目的は,より効率

的な方法で政府の環境支出を安定的に財源調達

することである｡ 部門別 (個別)環境課徴金か

ら一般燃料課徴金への移行の結果,課税ベース

は燃料に統合され,各課税対象燃料ごとの税率

は環境対策支出の財政需要額から設定,算出さ

れることになった｡

燃料が課税ベースとなった理由は,燃料消費

が直接的にも間接的にも何らかの環境悪化をも

たらし,環境汚染に寄与すると考えられるため,

PPPを基準 とした負担の公平性を重視 した費

用負担のあり方として整合性を持つことと,行

政効率面から代理課税対象として実行可能性が

高いことから選択されたと考えられる｡ 一般燃

料課徴金は,燃料消費が何らかの環境悪化をも

たらすことを前提とすれば,PPPを根拠とし

19) 炭素税導入の目的には地球温暖化に対する行動目標の

達成があった｡

行 動 目 標 1985 1990 target20

00二酸化炭素排出量(billionkg) 162 18

4 175CFC利用 (millionkg) 1
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第 3図 環境課徴金の税収額の推移 (mil.dfl.)

1988 1989 1990 1991 199

2年 度た

費用負担と受益の関係が明確であるため,依然

として特別課徴金 として位置づけることが可能である｡ 同時に,環

境改善といった特定の公共サービスを賄 うため

に税収を指定することから目的税 (earmar

kedtax) としての性格も有する｡また

この制度改革がスムーズであった制度的要因と

しては,①従来の大気汚染課徴金と交通騒音課

徴金といった部門別 (個別)環境課徴金と同じ

燃料を課税対象としたため,従来のエネルギー

政策を妨害しない方法で実施されたことと,②燃料の市場

価格に関して相対的に低い税率であったことから

,経済的影響が少なかったことがあげられる｡

1988年度税収は約 3億1500万ギルダ

ーであり,部門別 (個別)環境課徴金の総税収

とほぼ同額であったため,産業 ･輸送部門,家計部門に対する負担に特に変化はなかった｡

もちろんその一方で,一般燃料課徴金に対する

反対もあった｡議論の中心は,環境関連支出の財

源調達方法と費用負担のあり方にあり,公平性

の基準と公正な分配の価値判断に帰するものであっ

た｡具体的には,①税収が課徴金を負担した

分野で支出された場合,それは資金の循環政策

の一種である,(参例えば産業界が農業対策

のための環境支出分を支払うように,税収が課徴金が支払われた以外の分野で支出された場 合,

納税者が直接的に関係を持たない環境対策費を負

担しなければならないと感じるかもしれない,

③特に産業界は,環境対策の政府支出が一般

予算から配分されるべきであると主張した,と

いった批判であった｡しかし,一般燃料課徴金

の実施は,効率的な方法で財源調達を行うとい

った行政効率に関する議論が優勢であり,同時

にその経済的影響が少なかったため,スムーズ

であった｡導入時の税収は相対的に少なかった

ために,国家経済,産業活動,国際貿易の影響はとても少な

いと予想されていたのである｡しかしながら,

税収は第3図に見るように,1988年の導入

時の3億1500万ギルダーから1994年の22億ギルダーへと環境対策支出の拡大に応

じて年々増加 した｡その結果,環境対策の財源

需要の増大にともなう税収の拡大を背景として,

新たな課徴金法案の議論が強まってきた｡

これは,税収拡大の結果,一般燃料課徴金に環

境対策財源としての充足性,安定性,継続性と

いった課税の合理性が問われた結果として解釈

できる｡ このことは,環境対策の恒常化による

環境対策の財政需要拡大と,それに応じた税収

拡大の結果,一般燃料課徴金が環境支出の財源
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らより一般的な課税手段としての意味合いに変

化してきたのである｡ つまり,特別課徴金とし

ての性格を残しつつ,これまで遅れていた環境

政策を公共政策の一環として実施するため,課

徴金を租税として一般財源化することが社会的

に選好されたと解釈できる｡

3.燃料環境税

一般燃料課徴金の議論は,環境政策に対する

財源調達方法の革新的変化を導いた｡1992年 6

月に ｢環境課税標準による燃料使用者税｣が採

択され,1992年 7月 1日には,｢環境課税標準

による燃料使用者税｣が一般燃料課徴金に代

わって実施された｡この税収は使途特定化され

ずに一般財源に組み入れられた｡燃料環境税の

一般財源化により,環境税は税体系の中に位置

づけられ,税収増加分は労働所得税等の既存税

の減税を可能にした｡この意味で,オランダは

一種の環境税制改革を実施 したと解釈すること

ができる｡ 同時に,これは課税ベースを労働所

得中心型から環境 (汚染原因)中心型に移行さ

せるといったオランダの租税政策に合致してい

る｡ しかしながら予算面では,環境対策費が環

境税収総額以上に予算配分が行われていること

から,燃料環境税は一般税であるにもかかわら

ず,実質的には特別課徴金と目的税の性格を保

持 した制度として位置づけられる｡

課税は,オランダ国内の燃料利用について,

そのエネルギー源に対 して課される｡ 税率は,

毎年の財政需要額に応 じて設定され,財政需要

額は予算審議中に決定される｡ 財政需要額の決

定後,個々の課税対象燃料に対する税率は,第

2表の単位あたりの燃料別エネルギー量,炭素

含有量と, 1年に消費される燃料の総量を基礎

として,50%ずつをエネルギー量と二酸化炭素

含有量に応じてそれぞれ財源調達するように設

定される｡1995年の燃料環境税の税率は,エネ

ルギー量と炭素含有量に応じて,それぞれギガ

ジュールあたり0.3906ギルダー,二酸化炭素含

有量あたり5.16ギルダーであり,各燃料の負担

は第3表のように燃料別課税標準を基礎として
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第 2表 エネルギー量,二酸化炭素含有量に

応 じた燃料別課税標準

燃 料 単位 GJ/unit kgC02/un

itガソリン hl 3.265

238.33軽油 h1 3.5

86 261.78ガス.ディーゼルオイル hl

3.586 265.36重油 tonne 41 3,157

石炭 tonne 27 2,538

LPG tonne 45.2 2,983.

2天然 ガス 1,000m 3 31.65 1,

770高炉 ガス等 1,000GJ 1,000 46,

000残さ燃料石油 コークス t

onne 35.2 3,625.6液状物

tonne 41 3,157ガス状物 1

,000GJ 1,000 46,000(注

) ただし,電力は直接課税されていない｡課税対象燃料から生じる電力は間接

的に燃料投入量に応じて課税される｡また原料や feedstockの利用は課税対象外である

｡(出所) VROM (1996),TheNetherland5'EnvlrOnmen

tlTaJ On FueLSIQuest10nS and Answe

rs,p.4,Table4

.1より作成｡第 3表 燃料環境税の税率 (1

995)燃 料 課税単位 ギルダ

ー/課税単位有鉛 .無鉛 ガソリン 1,000 1

DA.25.10軽油 1,00

01 Dm 27.50ディーゼル.ガスオイル 1,0001 Da 27

.70重油 tonne DAT32.33LPG

tonne D8.33.08石炭

tonne Dfl.23.38天然 ガス :0

-10m1mm3 m3 Da O.02155>10m1mm3 m3

Da.0.01410残さ燃料 (non-traded): Dfl.0

残さ燃料 (traded):石油 コークス tonne Dfl.32.47液状物 t

onne Da 32.33ガス状物 1,000GJ D8.236.82(出所) VROM (1996),TheN
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第 4表 燃料別設定税率の変化 (ギルダー/課税単位)

燃 料 課税単位 4/88-89 1990 91-6/92 7-12/92

93-94ガ ソ リ ン有 鉛 hl 4.04 5.59 6.66

2.41 2.41無 鉛 hl 0.27 1.1

0 2.17 2.70 2.41軽 油 hl 0.

27 0.68 0.90 4.75 2.65ガ ス オ イ ル hl 0.27 0.71 0.92 4.75 2.66

デ ィー ゼ ル hl 1.75 2.88 4.12 2.66 2.

66重 油 tonne 5.82 12.72 21.44 42.

56 31.04L P G tonne 2.90 7.88 10.

21 57.77 31.08石 炭 tonne 5.82 12.74 20.91

24.72 22.64高 炉 ガ ス 等 1,000GJ 20.00 90.

00 151.01 304.04 220.57精 製 ガ ス 1,000GJ ***

*** 151.01 304.04 220.57天 然 ガ ス0-170,000m3 1,000m3 0.70 4.24 8.81 *** ***
>170,000m3 1,000m3 2.20 5.42 8.81 **

* ***0-10mlnm3 1,000m3 *** *** *** 41.5

6 20.79>10mlnm3 1,000m3 *** ***

*** 19.50 13.67残 さ 燃 料石油コークス tonne 5.82

14.15 23.48 40.09 31.03液 状 物 tonne 5.82 13.66 21.44 42.56 31.04ガ ス 状 物 1,000GJ 20.00 90.00 151.01

304.04 220.57(出所) VROM (1996),TheNetherlands'EnvlrOnmentlTallOnFLLeム:QueSt10nSandAnSWerS,p･10,Tabl

e9･1より作成｡設定された｡こ

のように統一された税率設定は,各年度の環境

支出に対する財政需要額が異なるため,

毎年変化する｡ 現在までの税率は,財政需要額

の変化に応 じて,第4表のように大きく変化

してきた｡このようなオランダの財政需要額に

応じた統一的な税率設定は,スウェーデン,デン

マークの環境税の税率設定が固定税率であることと比

較 して,独自の制度である｡その一方で,競争政策

上の観点から,様々な調整措置が講 じられている｡

第一に,エネルギー集約産業に対する軽減措置

として,天然ガスと残さ燃料に対する税率の差

別化が行われた｡これは,①財政需要額が導

入時の9億9000万ギルダーから15億4300

万ギルダーまで増加したこと,(参エネルギ

ー量と二酸化炭素含有量を課税ベースとした課税が実施される結果,天然ガス や残さ燃料,高炉などか

らエネルギーを多く利用するエネルギー集約型

産業に対する負担が拡大 したことに起因する｡

具体的には,1000万m3以上の天然ガスの消

費は.それ以下の天然ガスのギガジュールあたり0

.39ギルダーよりも少ない0.16ギルダーの基

準で税率が設定され,残さ燃料は全額免税されて

いる｡この税率の差別化が導入されたことにより,エネルギ

ー集約型産業は年間で 1億2000万ギルダーの税負担が

軽 くなったと計測されている20)｡残さ燃料は,1994年から適用される軽
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1999年 1月1日までゼロに設定されている｡ そ

こでは高炉,コークス炉,石炭,精製ガスと残

さ燃料 (石油コークス,液状物,ガス状物)な

どを生じる石油化学産業に対する課税の減免措

置条項が示され,この修正条項はこれらの燃料

が生産設備に使用される場合,1994年6月1日

から1999年 1月1日までの期限付きで非課税と

なることが採択されている｡ このようにエネル

ギー集約型産業は,工業用プラントの大規模天

然ガス燃焼施設や,ある特定の残さ燃料消費に

限定されているが,課税の総負担額に対して税

率の差別化による軽減措置を受けている｡ この

ような減免措置は,エネルギー集約型産業の急

激な租税負担の増加を緩和するために実施され

た｡また,スウェーデンの炭素税についても,

同様の緩和措置がとられている｡

第二に,税の払い戻 しについても,1988年か

ら1995年 1月 1日まで,煙道ガス脱硫装置に対

して行われた21)｡具体的には,①重油と石炭の

燃焼装置からの排煙が 400mg/m3以上の二酸

化硫黄を含まない場合,②85%以上の脱硫が行

われている場合には トンあたり2.25ギルダーの

払戻しが受けられる｡ ただし,いずれも対象と

なる額が 4半期あたり250ギルダー以上の場合

に限定される｡ 燃料環境税の還付措置は,環境

改善の設備投資を行うか否かによって決定され

ることから,デンマークのエネルギー集約度に

よる還付措置とは相違がある｡

4.租税論的考察

オランダは,第一段階の個別環境課徴金,第

二段階の一般燃料課徴金,第三段階の燃料環境

税へと環境税制度を改革 してきた (第 2図)｡

この展開過程は,公共政策における環境政策の

21) 払戻 し制度を期限付きで実施 し,削除する理由として,

(丑脱硫装置に対する払戻 し制度は二酸化炭素とエネル

ギーを基礎とした課税制度に不適当である｡②このよう

な特別な税の軽減措置はもはや必要でないし,正当では

ない｡払戻し制度が導入された1988年は,煙道ガス脱硫

装置が一般的でなかったし,相対的に排出コントロール

に要する費用は高価であったため実施されたと考えられ

る｡

63

優先順位の上昇に連動した,①環境政策とその

費用負担のあり方と,②財政政策の対象領域の

変化として理解できる｡

第一段階の個別環境課徴金は,直接規制を補

完して個別の環境対策財源の一部を財源調達す

るために,環境悪化の原因者に対して課税する

租税政策手段として実施された｡これは個別に

環境政策の対象範囲が限定されているため,環

境悪化による外部性を発生させる汚染者が第一

次負担者であるといった PPPによる負担の公

平性に合致した課徴金制度であった｡

PPPにおける原因者とは,環境を悪化させ

る活動により特別の利益を得る主体者である｡

ここでいう特別の利益とは,環境資源の私的利

用によって得る経済利益として考えられる｡ 個

別環境課徴金は,特別の利益を課税の根拠とし

た環境分野における特別課徴金として捉えるこ

とができる｡ 特別課徴金とは,例えば公共事業

関係の受益者負担金のように,本来個人あるい

は民間で行うべき分野を公共事業で行う場合,

公共事業の結果として,地価上昇や売上増加な

どの予期せぬ ｢特別な利益｣が発生する際,こ

の特別の利益を課税の根拠として課される課徴

金である｡ この場合の特別な利益は開発利益の

一種であり,特別課徴金はこの開発利益を社会

に公共還元させるものである｡ この課税根拠を

環境問題に適応し,発展させたものが環境分野

における特別課徴金としての環境課徴金である｡

その意味で,これは公共事業の実施にともなう

地価の上昇や売上増加といった特別の利益が期

待できる受益者から事業経費を費用負担させ,

その一部を財源調達する日本の都市計画税と類

似の性格を持つ｡同時に,個別環境課徴金は,

特定の主体者の行為によって公共施設を整備す

る必要が生じた場合,この費用を原因者に負担

させる原因者負担金としての性格も有している｡

つまりこれは,税体系の中では特別課徴金とし

て理解されるのである｡ この場合,汚染者-受

益者と解釈することが可能であるため,ここで

は PPPによる課税は受益者負担の原則による

課税として解釈できる22)｡
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こうした個別環境課徴金は,応益原則を課税

の根拠 とした負担の公平性を重視 した課税で

あった｡ これは利益主体に対して,外部不経済

を補償するための費用 (外部性の内部化費用)

の一部を賄うために徴収される特別課徴金とし

て位置づけられ,環境破壊に村する復元費用や

防除費用を財源調達するものである｡

しかしながら個別環境課徴金は,課税の実施

基準である効率性のうち,行政効率と資源の効

率的供給の観点から批判,検討された結果,刺

度の総合効率化を目指して,整理,統合された｡

このことは,課税原則のうちの公平性と効率性

といった課税の実施基準間の トレード･オフ問

題と制度が個別に存在したことによる不合理性

から改革されたと解釈可能である｡ 同時に,こ

のような制度改革論争の背景には,環境問題の

広域性と外部性の増大に連動した公共政策にお

ける環境政策の需要の拡大と,それに起因した

環境支出の増加による対策の総合化の要求が

あった｡

この結果,一般燃料課徴金が導入された｡こ

れは特別課徴金の適応範囲が拡大した制度であ

る｡実際に,一般燃料課徴金は,課税原則のう

ちの簡素化の基準を考慮して,代理課税対象と

して燃料消費が課税ベースに選ばれている｡燃

料消費は,環境の負荷に対する行為を的確に示

す指標として捉えられるためである｡ これは,

環境問題の適応範囲が拡張する中で,総合的な

対応が望まれた結果,基本的な PPPに対する

考え方は変わらないまでも,個別環境課徴金の

場合と比較して,原因者 (排出者)の適応範囲

が拡大したことによるものである｡

一般燃料課徴金は,燃料消費による受益者に

対して,総合的な環境対策費の一部を財源調達

するために課税されているため,特別課徴金と

して位置づけられる｡ただし,これには個別燃

料課徴金と比較して,個別の環境対策費の一部

22) また,PPPは環境税の伝統的議論であるピグー的課

税による価格メカニズムを利用した政策手段の根拠とし

ても解釈されてきたため,PPPの適応は資源配分上も

効率的であると理解される｡

を個別に財源調達するのか,あるいは総合的に

財源調達するのかといった相違がある｡ こうし

た特別課徴金の枠組みが拡大することは,取 り

組みが遅れていた環境政策にともなう環境関連

支出を確保することに対応しており,その意味

で,一般燃料課徴金は目的税としての性格をも

つ｡ つまり,これは特別課徴金と目的税の両方

の性格を併せ持つ制度である｡ 目的税は,特定

の経費とその収入を設定することを好ましくな

いとするノン･アフェクタシオンの予算原則か

らは,望ましくない｡また,目的税は財政原則

から,その規模が増加した場合,財政の硬直化

による支出の弾力性が失われることや課税ベー

スが限定されることによる税収の伸縮性に欠け

ることを理由に規模の拡大が懸念されることが

ある｡ しか しながら,目的税は課税対象者に

とって,受益と負担の関係が明示的であるため,

社会的合意が得やすく社会的な公正感に合致す

る側面がある｡ 特に,従来取り組みが遅れてき

た環境政策に対して,社会政策の一環としてこ

れを特別に推進するため,環境政策を集中的に

取り組むための財源調達手段として実施される

場合には,租税の公平性原則や社会的な合理性

からも正当化される租税政策であることは否定

できない｡

しかしながら,一般燃料課徴金は,税収規模

の拡大にともない,安定的な財源としての役割

が付加されると同時に,租税としての充足性,

安定性,継続性が要求された｡つまり,環境政

策の普遍化にともなう環境政策の長期計画の財

政的裏付けが必要とされたのである｡ このこと

は,税収の拡大による目的税の一般財源化問題

として捉えることも可能である｡ またこれは,

環境問題が時間性と長期性 (永続性)をもつ普

遍化された現象として位置づけられる中で,公

共政策における環境政策の優先順位がさらに上

昇し,これに対応した環境対策費と税収が拡大

した結果,税収規模の拡大をめぐり,次なる制

度改革論争が起こったと考えられる｡

結果として,第三段階の燃料環境税は一般財

源化された｡一般財源化により汚染源と納税者
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の間の直接的な関係はなくなるが,エネルギー

消費が直接 ･間接に何らかの環境汚染に寄与し

ているため,燃料消費に対する課税は依然とし

てPPPに基づいた公平な費用負担のあり方で

ある｡実際に,中央政府の支出の分類にある公

衆衛生,研究開発費,環境技術の促進のための

投資,エネルギー保全,持続可能なエネルギー

開発,地方政府に対する環境支出,二国間ある

いは多国間の協力資金,もちろん政府機構その

ものの費用などが環境関連支出として考えられ

るため,こうした予算のために環境税を一般財

源化することは,整合的で合理性をもつ課税と

して位置づけられる｡

燃料環境税の一般財源化は,総合的な環境対

策費の公共負担が重視されたため,費用負担の

あり方が変化してきたことによる｡ つまり,燃

料環境税は,PPPによる負担を基本としつつ,

さらに環境政策の公共性や共同性を根拠とした

社会全体の共同負担へ特別課徴金の適応範囲を

発展させた制度として捉えられる｡ 同時にこの

ことは,応益原則による課税の根拠が,｢環境｣

といった公共財の消費の対価から ｢環境対策｣

のための社会的費用の共同負担の側面も含めつ

つ発展してきた過程として解釈できる｡

その一方で,燃料環境税による税収以上の環

境対策費が一般予算から配分されていることか

ら,実質的に依然として燃料環境税の使途は限

定されている｡ 使用計画と連動した目的税とし

ての要素を残しながら一般財源化されているの

である｡ また,これは使用計画と連動した課税

であるため,環境政策に福祉 ･教育と同じく正

当な地位が与えられたと解釈可能である｡

燃料環境税の一般財源化は,税体系の中に

｢環境｣の要素を取 り入れた革新的改革であっ

た｡また燃料環境税導入により,税収中立性の

観点から他税の減税を組み合わせることが可能

となったため,これは一種の環境税制改革とし

て捉えられる｡

オランダの環境税改革は,環境政策に果たす

役割と租税論的位置づけによって,個別 ･選別

的環境税から全般的環境税制改革へと発展して
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きた｡環境税の二重性,①環境政策の経済的手

段,租税政策手段としての理念型と②環境対策

費用を原因者からその受益に応じて負担させる

財源調達の目的税としての理念型 (岡 ･植田

(1996))に着目すれば,オランダの事例は環境

税の二重性を保持しつつ,制度の総合調整を重

視した改革であった｡オランダの環境税制度の

展開過程は経済活動の発展に伴う環境問題の範

囲拡大に応じた特別課徴金制度の発展形態とし

てのモデルを提供するものである｡ 同時にオラ

ンダの制度改革過程は,使用計画に連動した環

境税が実質的に機能しつつ,当初明確に目的税

であった制度が財政需要の拡大のために,一般

財源化されていくといった理論上の仮定を実証

するものである｡

オランダの事例は,経済活動の発展に伴い環

境政策の適応範囲が拡大する結果,その費用負

担のあり方が変化することを仮定すれば,環境

税は対症療法的な一過性の課税問題にとどまら

ず,環境税収の使途を含め,｢環境｣が税体系

全体の中に不可欠の要素として普遍的に組み込

まれる可能性について示している｡同時にこの

展開過程は,公共政策における環境政策の優先

度の上昇に対応し,それを反映するものであっ

た ｡

ⅠⅤ 小規模エネルギー消費に対する

規制税の導入

その後,NEPP2で提案された ｢2000年まで

に,1989/1990年比の3-5%まで二酸化炭素

排出量を削減する｣といった国家目標が1996年

段階で実施困難と判断された場合の追加的措置

として,ウルフソン報告をもとに ｢小規模｣エ

ネルギー消費に対する規制税が検討された｡小

規模エネルギー消費税は,1996年 1月 1日から

実施されている｡

小規模エネルギー消費税は,前述の環境税の

改革にともなう制度変遷とはエネルギー節約の

実現といった課税目的を付加されている点で,

一線を画している｡ 同時に,税収がリサイクル

(taxrecycling)されている点が特徴である｡
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つまり,小規模エネルギー消費税の導入と所得

課税の引き下げを組み合わせることから,労

働 ･資本 中心型の課税 システムか らエネル

ギー ･資源中心型の課税システム-の移行 と

いった政府目的に応 じた課税が行われているの

である｡ 小規模エネルギー消費税導入の結果と

して,二酸化炭素排出量は,2000年までに二酸

化炭素排出量の約1.5%の170万 トンから270万

トンの減少が見込まれている｡ これは,政策目

標を達成するための政策手段として実行された｡

小規模エネルギー消費者が課税対象となった

ことについて,政府は,①国際競争力を加味した

大規模産業の経済リスクと,②大規模産業は従

来より自発的協定 (voluntaryagreement)23)に

よる業界規制が効果的にエネルギー節約のため

に実施されていることから,政策目標を達成す

るためには産業部門に対する規制手段だけでは

不十分であるため,エネルギー節約を効率的に

実施する手段として課税対象が限定されている

と説明している｡ 大規模エネルギー集約産業は,

従来の自発的協定によりエネルギー節約が限界

的であるため,単位あたりのエネルギーを追加

的に節約する費用は家計を含めたエネルギー小

規模消費部門の方が安価である｡ そのため,小

規模エネルギー消費部門に課税することがエネ

ルギー集約部門に課税するよりも効率的にエネ

ルギー節約する可能性がある｡ 従来まで,家計

部門やレストランや店舗といった小規模商業施

設のエネルギー消費については,長期的な自発

的協定や許可制度が実行困難であったため,小

規模エネルギー消費に対する課税が検討された

のである24)｡この結果,全ての家計と商業部門

の約95%が課税対象者となった｡

この課税は,一方で需要サイドの価格変動を

23) オランダの自発 的協定 (voluntaryagreement)は,

その協定を結ぶか結ばないかは自発的意志に任せられて

おり,協定を結んだ場合には法的拘束を受ける｡自発的

協定の内容には実施国間の相違があるため,注意を安す

る｡日本の自発的協定は,業界ごとの自主的取 り組みで

ある｡

24) 1996年8月に実施 したオランダ住宅 ･計画 ･環境省

Henderson氏ならびに経済省 Huiskamp氏によるヒア

リングにおいても,この点が指摘された｡

第 5表 小規模エネルギー消費に対する

規制税の燃料別税率

燃 料 課税単位 cents/uni
t1996 1997

1998天 然 ガ ス m3 3.20 6

.40 9.53電 力 kWh 2.

95 2.95 2.95軽 油 lite

r 2.82 5.64 8.46heatingoil liter 2.84 5.68 8.

53L P G kg 3.36 6.72 10.09(出所) VROM (19

96),TheNetherland5'RegulatoTyTaronEnergyIQueSt10nSandAnswers,p･4･よ

り作成｡通して,エネルギー節約を

促進することが期待されている｡ また

他方で,供給サイドでは環境負 荷 の少 ない 選 択 で あ る環 境 に優 しい(environmentally-friendly)

エネルギー利用のために,三つの減免措置を含ん

でいる｡ 第-は,地域暖房に対する免税である

｡ この結果,①個人暖房設備から地域暖房設備

への移行を促すことと,②オランダ国内の地

域暖房設備網を拡大することが期待されている

｡ 第二は,電力発電に利用される天然ガスの免

税である｡ これは,市場にこの種の設備 ･装置

を浸透させ,覚電のための天然ガス利用を促進

するために行われている｡第三は,今後の利用

が期待される水力 ･風力 ･太陽熱 ･バイオマ

スといった再生産可能エネルギー資源による発

電に対する特別規定(措置)

である｡同様の特別措置がバイオガスについて

も実施されている｡第5表に示すように,課税対象エネルギ

ーは天然ガス,電気,軽油,heating

oil,LPGである｡ ただし,天然ガス

は 1年あたり17万m3の利用を上限として課税され

,低アンペアの電力 (3×80amps) は 1

年あた り5万kWhの利用を上限として課税さ

れる｡ 同様に,家計や小規模商業部門でガスの代わ りに代

用される鉱物油の内の heatingoil

,軽油 と輸送以外で消費されるLPGやブタン

,プロパンについても課税される｡ それぞれの課税され

る消費量の上限は, 1年あたり軽油で15万9000リットル,
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万9000キログラムである｡さらにガスと電力は,

特に低所得層-の影響を考慮 して,年間使用量

がそれぞれ 800m3,800kWhまでの場合 には

控除されている｡

税率は第 5表に示すように,導入時から三段

階に分けて引き上げられている｡ 税率の段階的

な引き上げは,経済面でのインパク トを考慮 し

た結果である｡ またこの税率は,EUの二酸化

炭素 ･エネルギー税のためのEU指令によるも

ので,最終的には 1バレルの石油当た り10ドル

と等 しい税率まで段階的に引き上げられる｡ こ

の結果,ガス価格 は20%-25%まで,電力価格

は15%程度引き上げられることが予測されてい

る｡

小規模エネルギー消費税の税収は,段階的な

課税の改正が終了する1998年度では,付加価値

税を含め,家計部門から12億ギルダー,企莱部

門から9億ギルダーの総税収額約21億ギルダー

が予想 され てい る｡ この結果,環境 関連税

収25)は倍増 し,総税収に占める環境関連税収の

割合は2.5%となることが予想されている｡

税収は,家計部門や企業部門に対する所得税

を減税することにより税収のリサイクルが行わ

れる｡ 家計部門では,個人所得税の変更を通 じ

てリサイクルされる｡ 具体的には,①第一所得

ブラケットに属する人の所得税率を0.6%引 き

下げること,②課税最低限を80ギルダー引き上

げること,③高齢者の基礎控除額 を100ギル

ダー引き上げることである｡ この三つの改革を

通 じて,①については家計部門からの税収の内

の67%を,②については32%を,③については

1%をそれぞれ リサイクルすることを決定 して

いる｡ 税収 リサイクルによる家計部門の影響は

第 6表に示す とお りである｡ 第 6表は所得階層

とエネルギー消費量 との負担の関係について示

している｡ これによると,エネルギー消費量が

少ない家計については,所得階層にかかわらず

税収 リサイクルによる便益を受け,エネルギー

25) 環境関連税収については,統一した区分はなく,オラ

ンダにおいては環境をベースとした環境課徴金 ･環境税

を統合して環境関連税収として計測している｡
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消費量が高い家計については租税負担が課せら

れることがわかる｡ また,所得階層別に見ると,

高所得層ほど低所得層 と比較 して便益 も租税負

担 も多いことが示されている (ただ し,平均的

エネルギー消費量については低位 と高位の所得

層が租税負担 を課せ られ る結果 となってい

る｡)26)｡

第 6表 所得階層別,エネルギー利用別の実質負担

所得階層(可処分所得 Da/yr) エネルギー消費
低い 平均

高い22,800(最低位) 110

0 -12025,900(低位) 100

-10 -13037,500(中位)

165 15 -14059,000

(高位) 155 -20 -195(出所) VROM (1996),TheN

etherlands'RegulatoTyTaronEnergyIQuestionsandAnsw

e775,p.7.より

作成｡第 7表 部門別実質負担

(100万ギルダー/午)部 門 還付額 (net) %

Valueadded食 品 業 -28 -0.2

化 学 工 業 - 3 -0.0

鉄 鋼 業 -ll

-0.0他 の 工 業 部 門 - 27 -0.1

建 築 業 34 0.1卸 売 業

33 0.1小 売 業 -20 -0.

1ホテル.レストラン -

51 -0.6自 動 車 業 -

6 -0.1輸 送 業

20 0.1金融サービス業 75 0

.1他のサービス業 -14 -0.

2農 業 -21 -0

.1採 掘

業 - 1 -0.0石 油 産 業 - 0 -0.0公 共 機 関 0 0.0家 計

13 0 .0政 府 公 共 部 門 35 0.0合 計 28(出所) VROM (1996),TheNetherlands'ReguLatoTy

TaJOnEnergy:QueSt10
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第 8表 オランダにおけるエネルギ一別税率 (付加価値税は除く)

燃 料 単 位 消 章 税 燃料環境税 COVA

規 制 税有鉛 ガソリン 1031 1,246.10 25.10

13.50 n/a無鉛 ガソリン 1031 1,105.30 2

5.10 13.50 n/a軽 油 1031 102.6

0 27.50 13.50 84.60ガ ス オ イ ル 1031

102.60 27.70 13.50 85.30デ ィ ー ゼ ル 1031 649.20 27.70 13.50

n/a重 油 tonne 32.24 32.

33 0.00 n/a石 炭 tonne n/a 23.38 n/a n/aL P

G天 然 ガ ス0-170,000m3 tonne 78.72 33.08 n/a 100.903m n/a

0.02155 n/a 0.0953170,000-10mln m3 n/a 0.02155 n/a n

/a>10mln高炉ガス,コークス炉ガス,石 炭 ガ

ス残 さ 燃 料石油コークス m3 n/a 0

.01410 n/a n/a1,000GJ

n/a 236.82 n/a n/atonne n

/a 32.47 n/a n/a液

状 物 tonne n/a 32.33 n/a n/aガ ス 状 物 1,000GJ n/a 236.82 n/a n/a電 気 kWh n/a n/a n/a n/a

(出所) MinistryofHousing,SpatialPlannlngandEnvironment(1996),TheNetherland5'Regulat

oryTaxonEnergy:QuestionsandAnSWerS.,p 10,

より作成｡同様に企業部門では,①通常,雇用者

が被雇用者の社会保障税負担について課税給与所得の

ll.5% (1992年段階)を保障しなけれ

ばならないが,この税収のリサイクルを通 じて

,この保障税率を0.19%引き下げ,②小

企業に対 して標準課税控除額を1300ギルダーまで

引き上げ,③10万ギルダーまでの課税所得について

は,法人税率を3%引き下げることによって税

収のリサイクルを行った｡この措置を通 じて,

企業部門からの税収の内,①については57

%,②については25%,(参については

18%がそれぞれリサイクルされた｡商業部門ごとの影響は第 7表に示

すとおりである｡ 課税対象エネルギーを大量消

費しているホテル ･レス トランや食品業等につ

いては,ネットで負担増となっているが,合計

負担額がプラスとなっていることから全体とし

ては効果が期待される｡このよ

うに,オランダではエネルギー節約の観点から

小規模エネルギー消費に対する税を導入し,税収中立性を維持する観点から,その税 収をリサ

イクルした｡その意味で,一種の環境税制改革を行っ

たと解釈できる｡また現在までに,燃料環境

税,地下水税,廃棄物税,ウラン税と小規模エ

ネルギー消費に対する規制税が中央政府による環境税として実

施されている｡ 具体的には,1992年から

地下水のくみ上げと廃棄物処理といった環境を課税ベ

ースとした地下水税,廃棄物税が提案された｡また,1993年には uranium-235を使用する原子

力発電設備に対するウラン税が提案された｡これは

,1994年議会による提案で,原子力発電所の電力生産に利用される uranium-235に対す

る新税である｡1994年12月にこれら三つの新

税が採択され,1995年 1月 1日から実施さ

れている｡ ただし,ウラン税は1997年まで

延期されている｡1996年度の環境税 (環
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第 9表 環境政策別対策費 (nil.Dfl)

環 境 対 策 1996 199

9地 球 温 暖 化 398

472酸 性 化 1,705

2,161富 栄 養 化

829 848廃 棄 物 処 理 7,555 8,743

大 気 4,592 5,346

生 活 環 境 1,009 1,

212エ ネ ル ギー 保 全 11

6 165脱水化 (水質保

全) 83 83そ の 他 の 政 策 76

7 900地方政府等-の支

出 1,320 1,307合 計 18,347 21,237(出所) VROM (1996),FinancingEnvironmentalPoll-

cy.より加筆修正｡境税は財源調達目的のために

,一般財源化されてお り,強制備蓄課徴金 (COVA:co

mpulsoⅣstragecharge)

は石油備蓄のための課徴金である｡ また,小規

模エネルギー消費に対する規制税はエネルギー

節約のためのインセンティブ環境税であるため

,税収確保が主目的ではない｡次に,環境税

収 と環境対策費について検討すると,第-に

,国家環境政策計画で分類された各環境政策ご

との環境支出は第 9表のように年々増加することが

予測されている｡ 環境支出の第一位 は廃棄物処理の1

999年予想額で87億4300万ギルダーであ

り, これは全体の約40%を占めている｡ また

廃棄物処理,大気問題対策費,酸性雨対策費が上位を占めているこ

とから,今後 も環境政策の普遍化に応 じた環境

対策費の増加が予想される｡第二に,第 9表

の環境政策ごとの環境支出を部門別に示 したも

のが第10表である｡ これは,国家環境政策計

画による行動主体別の環境対策費負担額を示 し

ている｡ 課税前を見ると,政府支出を除けば,

工業部門が最 も多 く負担 しており,次いで家計

部門,貿易 ･サービス部門,農業部門の順に負

担額が多い｡ しか しながら,政府からの補助金

等の調整措置や環境課徴金,環境税支払額を考慮 した

実質的な部門別の環境対策費を見ると,家計部門に対する負担は全体の 69第10表 行動主体 (部

門)別環境対策費

(mil.DR.)行動主体

1996 1999課税前 補助金,課

税後 課税前 補助金,課税後農 業 1,030 942 1,251 1,192

採 掘 業 199 204 205

211産 業 3,605 3,9

52 4,350 4,750公 共 事 業 749 762

733 764建 設 業 616

768 644 791貿易.サービス 1.084

1,552 1,325 1,892運 輸 業 768 846 906 1,01

1家 計 部 門 1,254 5,327 1,626 6,560政 府 部 門 9,069 4,021 10,19

7 4,066合 計 18,374 21

,237(出所) VROM (1996),Financ

ingEnvironmentalPoll-cy.より加筆修正｡

第11表 オランダにおける環境対策費 (1996)
(nil.Dn.)

行動主体 一般財源からの繰入額(a)

税収分 補助 金 分 環境対策費
佃 (C) d)=(a+b+

C)農 業 1,030 78 -166 942

採 掘 業 199 6 -1 2叫

産 業 3,605 429 -82 3,9

52公 共 事 業 749 13 0 762建 設 業 616 159 -7

768貿易.サービス 1,084 612 -144 1,552運 輸 業 768 140 -62 846

家 計 部 門 1,254 4,080 -7 5,

327政 府 部 門 9,069 -5.5

17 469 4,021合 計 18

,374 18,347(出所) VR()M(1996),FinancingEnvironmentalPolicy.

より加筆修正｡30%を占め,19

99年見込み額で も同部門-の負担額の増加が

予想されることから,実質的には家計部門-の

高負担が続 くことが理解できる｡続 く第11
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に対する一般財源からの繰入額は高 く,逆に家

計部門の一般財源からの繰入れ割合は低い｡ま

た,財源調達された環境対策費と各部門および

行動主体別の費用負担についても,様々な減免

措置や還付措置の結果,整合性を持った費用負

担が行われていない側面もある｡

Ⅴ 環境費用負担のあり方

- 国と地方の負担配分の明確化

現在オランダでは,中央政府 (国)による燃

料環境税,廃棄物税,地下水税,ウラン税や航

空機騒音課徴金,地方政府 (府 ･市町村)によ

る廃棄物課徴金や水管理組合による排水課徴金

など包括的に環境税を実施している27)｡

実際にオランダでは,前述の国家環境政策計

画の中で規定された中央政府,地方政府 (府 ･

県),水管理組合といった各行政 レベルごとに

対応すべき環境問題が規定されており,個々の

主体ごとに環境対策が講じられている｡中央政

府レベルでは,グローバルな環境問題に対 し,

エネルギー税改革による環境税制改革を指向し,

地方政府レベルでは地域的 ･限定的な環境政策

のために環境課徴金を実施してきた｡

オランダでは環境対策費を誰が負担するかは,

EUやOECDと同様に,PPPによることが

基本である｡ 環境対策費については,①直接規

制28),②個別課徴金,③一般予算から別々に捻

出している｡

また,環境政策における経済的手段の利用に

ついて,中央政府によりエネルギーを課税対象

とした環境税制度を個別 ･選別的環境税から環

境税制改革-と改革し,地下水税 ･廃棄物税 ･

ウラン税を導入する一方で,地方政府や水管理

組合による個別環境課徴金を実施している｡き

め細かな環境対策のために包括的な環境税を実

27) 本節では中央政府の一般予算内における環境関連支出

と環境税の費用負担問題について検討する｡また,オラ

ンダの行 政 単位 は,12県 (Province),636市 町村

(Municlpality)に分かれている｡県内には,水管理に

権限を持つ約120の水管理組合 (Waterboard)がある｡

28) 直接規制では,個別の環境対策費を,古 くから免許制

度や許可制度を基礎 として財源調達しており,現在でも

引き続いて実施されている｡
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第12表 オランダにおける環境税･環境課徴金と

1996年度収入額

環境税 .課徴金 1996年度 税収 (Damillion

)国 環 境 税燃 料 環 境 税地 下 水 税廃 棄 物 税 2
,100小規模エネルギー消費税 税収はすべてリサイ

クルされるo税 の 差 別 化 有

鉛 .無鉛ガソリン水質汚濁課徴金 1,300

航空機騒音課徴金 25

余剰肥料分課徴金 40也

方 廃棄物課徴金(県

) 900下 水 課 徴

金 100排水処理課

徴金 500地下水課徴金(

県) 10法的課徴金(許可証の費用) 75(出所) VROM (1996),FlnanClngEnvironmentalPohq

lntheNetherlands,p.7.および0'Riorden(1997),p.255,Table12.1

より作成｡施していることは,環境政策上の観

点から評価できる｡ このようにオランダでは,

各行政レベルごとにきめ細かな環境対策を実施

するための環境費用を財源調達するために,総

合的 ･包括的な環境税を実施している｡ 基本的

には,細かな環境政策を実施しつつ,付加的に

エネルギー関連環境税を実施している点が特徴で

ある｡ 個別課徴金については,第12表に示す

ように,令政府レベルごとに個別環境課徴金が

実施されている｡ 一般財源からは,近年のエネ

ルギーを課税ベースとした燃料環境

税収を含め,環境対策財源の大部分を財源調達

している｡では,なぜ一方で個別環境課徴金

を,他方で環境税を実施しているのであろうか

｡オランダは,ある環境政策に対する経済的手段の

利用に対 して,①どの行政レベルで対応する

のか,②課徴金として実施するのかあるいは

租税として実施するのかについて,ある判断基

準のもとで区分 していると解釈できる｡ つまり
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質-対象範囲に依存しており,対象領域が地域

的,局所的問題であるのか,あるいは,一般的,

国際的問題であるのかによって区別されている｡

また,課徴金か租税かの区別は,主として環境

問題の量,すなわち環境政策に要する財政需要

額に応じて区別されている｡ 前述の個別環境課

徴金から燃料環境税にいたる過程は,まさにこ

うした環境政策の空間的広がりに対応している｡

また,燃料消費について,課徴金から租税へと

改革が実施される中で,他方では個別環境課徴

金のまま存続さている課徴金もある｡ 特に燃料

環境税,小規模エネルギー消費税といったエネ

ルギー消費に対する環境税が,中央レベルで課

税されていることは,エネルギーが公共的性格

を持つことに起因する｡ なぜならば,エネル

ギーは国民の消費活動についても生産活動につ

いても物質的基礎をなすもので,安定的供給の

確保が必要性とされる点で公共的性格を持つと

同時に,広範な課税対象とならざるを得ないこ

とから,それに対応して,中央政府によるエネ

ルギー政策に配慮 した租税政策が実施されてい

ると解釈できるのである｡

ⅤⅠ お わ り に

オランダの環境政策の骨子は,①国家環境政

策計画のもとで環境 目標達成のための環境の

テーマ別,対策を行う行政レベル別,環境問題

に対 して責任 を持 つ べ き行動主体 (target

group)別の分類 と経済的手段の適応範囲を提

起している点と,(診環境 リスクを含めた社会的

な環境ニーズ (環境需要)の増大とそれにとも

なう環境政策の変化に連動 した環境税の利用に

ある｡オランダは,中央政府や地方政府といっ

た政策主体別に環境課徴金 ･環境税をきめ細か

く実施しており,こうした状況の下で,環境税

制改革を実施した｡

オランダの環境税における,第一段階の個別

環境課徴金,第二段階の一般燃料課徴金,第三

段階の燃料環境税-の制度改革は,個別 ･選別

的環境税から全般的環境税制-の発展として解

釈できる｡ 特に,第三段階の燃料環境税は,税
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体系全体の中に ｢環境｣の要素を取 り入れた点

で革新的改革であった｡また,税収を一般財源

化すると同時に税収中立性の観点から他税の減

税を組み合わせることが可能となった点から,

これは既存の環境税のリフォームによる環境税

制改革として位置づけられる｡ このことは,環

境税が対症療法的な一過性の課税問題にとどま

らず,環境税収の使途を含め,｢環境｣が税体

系全体の中に不可欠の要素として普遍的に組み

込まれる可能性について示唆しているのである｡

またその後もオランダでは,エネルギー節約の

観点からエネルギーの小規模消費に対する規制

税を付加的に導入するとともに,個別の環境政

策を目的としたエネルギー以外を課税ベースと

した環境税として地下水税,廃棄物税,ウラン

税を導入している｡ 特に小規模エネルギー消費

税は,導入時にその税収を既存の所得課税を減

税し,リサイクルすることを組み込んでいるこ

とから,環境税のデザインによる環境税制改革

として解釈できる｡

本稿では,オランダの環境税制改革の展開に

ついて,環境政策の普遍化と経済的手段の利用

との間に介在する ｢環境｣に関する費用負担の

あり方に焦点をあてて考察した｡しかし,費用

負担原則の担保は,制度変遷の前提となる環境

需要の増加と環境政策に果たす財政の機能分担

のあり方にある｡ 現在のように環境問題が多元

化し,環境政策が多様化した状況の中で,その

財政需要が限りなく膨張する事態のもとでは,

オランダの事例は,どのような環境税制改革の

方向性があり得るか,また望ましいのかを検討

するための布石となる｡ 特に,環境需要の増大

にともなう環境政策の恒常化における経済的手

段による費用負担のあり方については示唆的で

ある｡

O ECD諸国あるいはEU内の環境政策は,

グローバル化と国際競争力といった経済環境へ

の影響を重視 した租税政策を取らざる得ない状

況にある｡ オランダを含め,デンマーク,ス

ウェーデン,ノルウェーでは,すでに税制の中

に ｢環境｣の要素を取り入れる独自の環境税制
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改革への模索が試みられており,その中でも,

オランダ型環境税制改革への道程は,一方で既

存の環境税制度をリフォームして環境税制改革

を実施し,他方で新 しい環境税導入のデザイン

の中に税収リサイクルの装置を組み込むことに

よって環境税制改革を実施している点が特徴で

ある｡ こうしたオランダ型環境税制改革への発

展形態は,総合調整を重視した環境税制改革の

モデルを提供するものとして解釈することがで

きる｡

オランダの制度改革から明らかなように,環

境税制改革が機能するかどうかは環境目標の設

定と環境計画が整合的に行われ,それに見合う

公正な費用負担のあり方が環境政策面からも租

税政策面からも妥当性を持つかどうかにかかっ

ている｡ ここに見てきたように,オランダでは

環境税の普遍化が進行 しており,このことは

｢税の公正｣の問題を含めた環境税制改革の過

渡期についての課題を提供している｡

現在実施中の環境税は多種多様であるが,環

境問題の普遍化,恒常化にともない公共政策に

おける環境政策の優先順位が上昇し,それに応

じて環境対策の財源需要の増大が余儀なくされ

る状況の中では,使用計画と連動した環境税を

含めた環境税制改革への指向が望まれる｡

｢環境｣に対する費用負担のあり方を選択し

ていく過程で,税体系や環境税の仕組みを含め,

環境税制改革はどうあるべきだろうか｡税制は,

国民生活や企業活動の前提になるものとして安

定性が求められると同時に,経済社会の構造変

化に対応した新たな視点からの変革が常に求め

られる｡ 同時に,環境税については,新しい課

税原則も要請されることになろう｡ こうした点

を踏まえながら,効率 ･中立 ･簡素といった租

税原則に基づきながらも,国際的整合性を持っ

た経済社会の構造変化に対応して,｢環境｣の

視点を取 り入れた税制への変革を実施する必要

がある｡

付記 :本研究は,文部省科学研究費補助金及び公害

対策協力財団研究助成金による研究成果の一部
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である｡

参 考 文 献

Andersen,M.S.and D.Liefferink(1997),The

newmemberstatesandtheimpactonenviron-

mentalpolicy,draftfinalreporttothecommisI

sion (DG-ⅩⅠⅠ)Part1,A research project

undertheEuropeanUnion'sSEER-Program-

me.

Andersen,M.S.(1994),GovernancebytheG71een

TaxeS,ManchesterUniversityPress.

Bressers,H.T.A.(1988),"A Comparison ofthe

EffectivenessofIncentives and Directives:

TheCaseofDutch WaterQuality Policy",

PolicyStudiesReview,7,pp.500-518.

CPB (CentralPlanningBureu)(1992),Economic

long-ten consensusofenergytaxation,work-

1ngpapernO.43,reportfrom astudyforthe

steerlngCOmmitteeforregulatlngenergytaX-

es,theHague.

Henderson.A.(1996), Ẁastechargesandtaxesin

theNetherlands',WorkshoponEnvironmental

TaxesandCharges.

Laroui,F.and M.van Leeuwen (1995), F̀iscal

policyandgreenhousegases-Thecaseofthe

Netherlands'.

NetherlandsCentralBureau ofStatistics(1990),

EnviTTOnmentalstatisticsof the Netherlands

1990.

OECD (1996),Zmplementation st71ategieSforen-

vironmentaltaxes.

OECD (1994),Environmentand taJation:The

caSeSOftheNetherbZndS,SwedenandtheUn-

itedstates.

0'Riordan,T.ed.(1997),Ecotaxation,Earthscan.

Robert,G.,Berg,S.andA.Gillies(1995),Green

BudgetRejTo7m,Earthscan.
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